
 

 

 

日時：平成 25年 5月 7日（火）8：00～  

場所：名寄庁舎 3階会議室           

 

１ 開 会 

２ 市長あいさつ 

  ・ゴールデンウィークが明け、これから本格的に施策、事業を進める時期。奮闘を期待する。 

  ・総会や委員会が、まだ終了していないものについては５月中に開催できるよう対応願う。 

  ・TPPは不透明な動きであり、北海道は反対している。市としても引き続き関係団体と連携し、反対するとと 

もに情勢を注視する必要がある。 

  ・5月中に大学の在り方を具体的に検討する組織を立ち上げることとしている。 

  ・地域おこし協力隊は今年度、観光と農業に取り組む。人材確保の点から積極的に推し進めていくこととし 

ている。あらゆる知恵とスピード感を持って対応を。 

 

３ 市長・副市長の動静 

教育委員会関係行事予定 

  ・市長、副市長の動静及び教育長の動静について連絡がありました。 

 

４ 協議事項・報告事項 

（１） 市政への要望【No.1～2】 

  ・要望書の提出があった２点について、担当部局から報告がありました。 

No 
受付 

番号 
件   名 

受 付 

年月日 
要望者 担当部課 

1 No.1 
陸上自衛隊名寄駐屯地 60 周年記念行事

についての要望 
H25.3.26 

憲法をかがやかせる名寄ピース

九条の会 

世話人代表 小平 一郎 

総務部 

企画課 

2 No.2 
陸上自衛隊名寄駐屯地 60 周年記念行事

の自粛についての要望 
H25.4.12 

新日本婦人の会名寄支部 

支部長 大本 千栄子 

総務部 

企画課 

 

（２） 平成 24年第３回定例会における検討事項の処理顛末について（建設水道部） 

   ・以下について、担 当 部 局 から報告がありました。 

No 件    名 担当部 

１ 

○道路構造について 

 17線道路と国道 40号線の交差点に現在の幅員のまま左折レーンなどを設けると、

歩行者等の安全確保や積雪期の機能に課題がある。課題をふまえて検討を進める。 

建設水道部 

 

 

 

 

 

 



 

（３） 平成 23年度決算審査特別委員会における検討事項の処理顛末について（総務部・健康福祉部・

市立大学） 

   ・以下の７点について、担 当 部 局 から報 告 がありました。 

No 件    名 担当部 

１ 
○地域連絡協議会等活動交付金について 

 交付金の拡充（金額の見直し、運用の柔軟化）について要綱の見直しを行った。 
総務部 

２ 

○市民会館用途廃止後の庁舎代替会議室の確保について 

 文化センター、総合福祉センター、北国博物館、駅前交流プラザ「よろーな」の利

用により対応可能。 

総務部 

３ 

○風連庁舎整備事業について 

 ふうれん地域交流センターの指定管理者制度導入により、風連生涯学習課の事務所

が風連庁舎３階に移転となった。今後も会議室としての利用のほか、執務室に事務所

等を移転する団体について模索する。 

総務部 

４ 

○生活保護制度について 

 「広報なよろ」で周知を図るとともに、今年度改訂する「なよろ福祉相談ガイド」

で制度の説明を掲載し、全戸配布による周知を図る。 

健康福祉部 

５ 

○民生委員について 

 平成 22年度の民生児童委員定数要望調査で 88人の定数に決定した。当時より総世

帯数は減少しており、現行の担当地区割数を変更しないことから、現行定数 88人を

要望定数として考える。 

健康福祉部 

６ 

○命のカプセル事業について 

 緊急情報の更新申請時の煩雑さ軽減のため、事業実施要綱を改正する。更新者への

情報用紙の記載周知と新規にカプセルを必要とする方への配布について町内会等に

ご協力をお願いする。 

健康福祉部 

７ 

○就職対策について 

 職業紹介及び就職指導並びに関連調査の実施にあたっては法令に基づく規則の整

備が必要であり、検討を進める。 

市立大学 

 

５ 連絡事項・その他 

（１）町内会への加入について【総務部】 

   ・町内会加入への取り組みについての説明と依頼がありました。 

（２）名寄市男女共同参画推進計画ワーキンググループ構成員の選出について【総務部】 

   ・男女共同参画推進計画ワークンググループメンバーについて説明と依頼がありました。 

（３）平成 25年度名寄市行財政改革推進実施本部及び各種部会の部員の選出について【総務部】 

   ・名寄市行財政改革推進実施本部及び各種部会の部員についての説明と依頼がありました。 

（４）「名寄市特定事業主行動計画」に基づく職場での推進体制の確立について【総務部】 

   ・名寄市特定事業主行動計画に基づく推進体制の確立について説明がありました。 

（５）「名寄市職員職場リハビリテーション実施要綱」の制定について【総務部】 

   ・名寄市職員職場リハビリテーション実施要綱の制定について説明がありました。 

（６）名寄市臨時職員等の年次有給休暇の取扱いの変更について【総務部】 



   ・名寄市臨時職員等の年次有給休暇の取り扱いの変更について説明がありました。 

（７）名寄自衛隊協力婦人会講演会について【総務部】 

   ・名寄自衛隊協力婦人会講演会について説明と依頼がありました。 

（８）かみかわ「まるごと食べに」よろーなフェスタ～なよろアスパラまつり～について【経済部】 

   ・かみかわ「まるごと食べに」よろーなフェスタについて説明がありました。 

 

６ 各部局の懸案事項 

・憲法記念ロードレース大会で阿部雅司さん他２人をふるさと大使として任命する。 

・平成２６年１０月に（仮称）市民ホールがオープンする。オープニングイベントとして日本フィルハーモニー 

や座・高円寺などと打合せを行っていきたい。いずれも国内友好交流都市である杉並区を拠点としてい 

る。これまで交流してきた成果を見せる機会ではないかと考えている。 

 

７ 閉 会 

  ・市民との協働を進める上で、市職員の町内会加入は必要であり、各職場での対応をお願いする。 

   ・事業の推進にあたっては、スピード感を持ってことにあたられたい。 


